
米子市長期優良住宅の認定等に関する要綱
（趣旨）

第１条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。以下

「法」という。）の規定により市長が行う長期優良住宅建築等計画の認定等に関し必要な事項を

定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところに

よる。

⑴ 認定基準 法第６条第１項各号に掲げる基準をいう。

⑵ 性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。次号から

第５号まで及び次条第１号において「品確法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関をいう。

⑶ 住宅型式性能認定 品確法第３１条第１項に規定する住宅型式性能認定をいう。

⑷ 認証型式住宅部分等 品確法第４０条第１項に規定する認証型式住宅部分等をいう。

⑸ 登録住宅型式性能認定等機関 品確法第４４条第３項に規定する登録住宅型式性能認定等

機関をいう。

⑹ 住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令

第２０号。次号及び第８号において「品確法施行規則」という。）第４１条第１項に規定する

住宅型式性能認定書をいう。

⑺ 型式住宅部分等製造者認証書 品確法施行規則第４５条第１項に規定する型式住宅部分等

製造者認証書をいう。

⑻ 特別評価方法認定書 品確法施行規則第８０条第１項に規定する特別評価方法認定書をい

う。

（市長が必要と認める図書）

第３条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号。次条

において「省令」という。）第２条第１項の市長が必要と認める図書は、次の各号に定めるとお

りとする。

⑴ 品確法第６条の２第３項又は第４項の規定による性能評価機関の確認を受けた場合には、当該性

能評価機関が交付する当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書（同

条第３項に規定する確認書をいう。）若しくは住宅性能評価書（同法第５条第１項に規定する住宅

性能評価書をいう。）又はこれらの写し

⑵ 第７条第１号及び第３号の基準が適用される場合には、当該基準に適合していることを証する書

類の写し

⑶ 第７条第２号の規定に適合していることを証する図書

⑷ 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅にあっては、住宅

型式性能認定書の写し

⑸ 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあ

っては、型式住宅部分等製造者認証書の写し

⑹ 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件（平成２１年国土交

通省告示第２０９号）第３に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じ

られていることの審査を要する場合には、当該措置が講じられている旨を説明した図書又は特

別評価方法認定書の写し

⑺ 新築時に長期優良住宅の認定を受けた住宅で、その認定を取り消し、増築又は改築に係る長

期優良住宅の認定を申請する場合には、認定取消通知書の写し

（市長が不要と認める図書）

第４条 省令第２条第３項の規定により市長が不要と認める図書は、次の各号に定めるとおりとす

る。

⑴ 住宅型式性能認定書（登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。）の

写しを添付した場合には、当該住宅型式性能認定書において明示することを要しない事項として指

定されたものに係る図書

⑵ 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合には、当該型式住宅部分等製造者認証書



において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

（認定をしない旨の通知）

第５条 市長は、法第５条第１項から第７項までの規定による認定の申請に係る計画、法第８条第

２項において準用する法第５条第１項から第７項までの規定による法第８条第１項の変更の認

定の申請に係る計画又は法第９条第１項若しくは第３項の規定による法第８条第１項の変更の

認定の申請に係る計画が認定基準に適合しないときは、別記様式第１号に規定する通知書により、

その旨を、申請者に通知するものとする。

（承認をしない旨の通知）

第６条 市長は、法第１０条の規定による承認をしないときは、別記様式第２号に規定する通知書

により、その旨を、申請者に通知するものとする。

（居住環境の維持及び向上に関する基準）

第７条 法第６条第１項第３号の居住環境の維持及び向上に配慮されたものとは、次の各号に定め

るとおりとする。

⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項第１号に掲げる地区計画の区域内

にあっては、当該地区計画の区域内における建築物に関する制限（建築物の敷地、構造、建築設備、

用途又は形態意匠についての制限に限る。）に適合するもの
⑵ 次に掲げる区域内に建築されるものでないもの。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の

施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地区内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法（昭

和３５年法律第８４号）第６条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地

が想定されることが許可等により判明している場合には、この限りでない。

ア 都市計画法第４条第４項に規定する促進区域

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域

ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の区域

エ 都市計画法第４条第８項に規定する市街地開発事業等予定区域

オ 住宅地区改良法第８条第１項の告示があった日後における同法第２条第３項に規定する改良

地区

⑶ 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項に規定する景観計画に定める事項のうち、

建築物に関する制限（建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限

る。）に適合するもの

（自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準）

第８条 法第６条第１項第４号の自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものと

は、次の各号に掲げる区域（宅地の安全化を図る開発行為等により、当該区域の指定が解除され

ることが決定している区域及び短期間のうちに当該区域の指定が解除されることが確実に見込

まれる区域を除く。）に建築されるものではないものとする。
⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域

⑵ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域

⑶ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾

斜地崩壊危険区域

⑷ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）

第９条第１項の土砂災害特別警戒区域

⑸ 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域

⑹ 津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）第７２条第１項の津波災害特別

警戒区域

（工事完了の報告）

第９条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の建築の工事を完了したとき

は、工事完了報告書（別記様式第３号）により、当該認定長期優良住宅建築等計画に従って工事

が行われた旨を市長に報告しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する旨の報告は、市長が指定する電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録すべき事項を、当該報告を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、これを市長が指

定する電子計算機に送信する方法により行うことができる。この場合において、当該報告を行う者は、

工事完了報告書（別記様式第３号）に添付することとされている書類に記載された情報の内容を記録



した電磁的記録を当該報告を行う者の使用に係る電子計算機から送信して市長が指定する電子計算

機に備えられたファイルに記録し、又は当該書類を市長に提出しなければならない。

（改善命令）

第１０条 法第１３条第１項から第３項までの規定による命令は、改善命令書（別記様式第４号）

により行うものとする。

（認定の取消しの通知）

第１１条 法第１４条第２項の規定による通知は、認定取消通知書（別記様式第５号）により行う

ものとする。

附 則

この要綱は、平成２１年６月４日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の米子市長期優良住宅の認定等に関する要綱第４条第２号及び第９条

の規定は、この要綱の施行の日以後に申請する長期優良住宅建築等計画の認定（以下「優良住宅

計画認定」という。）について適用し、同日前に申請した優良住宅計画認定については、なお従

前の例による。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年２月２０日から施行する。

（経過措置）

２ 長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第５条第１項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。）の認定の申請をしようと

する者が、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に住宅の品質確保の促進等に関す

る法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項の規定による性能評価機関（同項に規定する登

録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。）による住宅性能評価（同項に規定する住宅性能評価を

いい、同項に定める基準に適合するものに限る。）を受け、施行日前に同項に規定する住宅性能

評価書の交付を受けている場合における当該申請については、この要綱による改正前の米子市長

期優良住宅の認定等に関する要綱（以下「改正前の要綱」という。）第３条第２項並びに第４条

第２号及び第３号の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

３ 長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする者が、施行日前に改正前の要綱第３条第

１項の規定により性能評価機関の技術的審査を受け、施行日前に改正前の要綱第４条第１号に規

定する適合証の交付を受けている場合における当該申請については、改正前の要綱第４条第１号

及び第５条第１号の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、

同号中「第２条第１項の表」とあるのは、「第２条第１項の表１」とする。

４ この要綱の施行の際現に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の

普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号。以下「改正法」とい

う。）第１条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「改正前長期

優良住宅法」という。）第６条第１項の認定を受けている又は施行日以後に改正法附則第２条第

１項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第６条第１項の認定

を受ける長期優良住宅建築等計画（改正法附則第２条第３項の規定の適用を受けるものを除く。）

に関する認定をしない旨の通知については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。



別記

様式第１号（第５条関係）

認定しない旨の通知書

年 月 日

様

米子市長

下記の申請については、下記の理由により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２

０年法律第８７号）第６条第１項（第８条第１項・第９条第１項（第３項）の規定による同法第

８条第１項）の認定をしないこととしましたので、米子市長期優良住宅の認定等に関する要綱（平

成２１年６月４日施行）第５条の規定により通知します。

記

１ 申請年月日

２ 申請者の住所

３ 申請に係る住宅の位置

４ 理由

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

米子市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）

２ また、この処分に不服がある場合は、前項の審査請求に対する裁決を経ることなく、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

⑴ 米子市（代表者は米子市長）を被告として、裁判所に、この処分の取消しの訴えを提起することが

できます。

⑵ 米子市（代表者は米子市長）を被告として、裁判所に、認定をすべきとする義務付けの訴えを提起

することができます。なお、この場合には、この処分の取消しの訴えを併合して提起しなければなり

ません。

３ なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過しているときは、この処分の取消しの訴えを提起することはできま

せん。

印



様式第２号（第６条関係）

承認しない旨の通知書

年 月 日

様

米子市長

下記の申請については、下記の理由により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２

０年法律第８７号）第１０条の承認をしないこととしましたので、米子市長期期優良住宅の認定

等に関する要綱（平成２１年６月４日施行）第６条の規定により通知します。

記

１ 申請年月日

２ 申請者の住所

３ 申請に係る住宅の位置

４ 理由

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

米子市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）

２ また、この処分に不服がある場合は、前項の審査請求に対する裁決を経ることなく、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

⑴ 米子市（代表者は米子市長）を被告として、裁判所に、この処分の取消しの訴えを提起することが

できます。

⑵ 米子市（代表者は米子市長）を被告として、裁判所に、認定をすべきとする義務付けの訴えを提起

することができます。なお、この場合には、この処分の取消しの訴えを併合して提起しなければなり

ません。

３ なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過しているときは、この処分の取消しの訴えを提起することはできま

せん。

印



様式第３号（第９条関係）

工事完了報告書
年 月 日

米子市長 様

報告者 住 所

氏 名

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築物の工事が完了しましたので、米子市長期優良住宅

の認定等に関する要綱（平成２１年６月４日施行）第９条第１項の規定により、下記のとおり報

告します。

記

１ 長期優良住宅建築等計画の認定番号 第 号

２ 長期優良住宅建築等計画の認定年月日 年 月 日

３ 認定に係る住宅の位置

４ 認定計画実施者の氏名

５ 認定長期優良住宅建築等計画に基づき、住宅の建築が完了したことを確認した建築士等

【資 格】 （ ）建築士 （ ）登録第 号

【住 所】

【氏 名】

【建築士事務所名】（ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号

【所在地】

６ 工事中の軽微な変更の内容

（備考）

１ 報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

２ 「６ 工事中の軽微な変更の内容」は別紙とすることができます。

３ ※欄は記入しないでください

４ 工事監理報告書等、認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われた旨を確認することがで

きる書類を添付してください。

※ 受付欄 ※ 備考



様式第４号（第１０条関係）

改善命令書
年 月 日

様

米子市長

下記の認定長期優良住宅建築等計画（認定長期優良住宅維持保全計画）について、長期優良住宅

の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第１３条第１項（第２項・第３項）の規定

により、改善に必要な措置を命じます。

記

１ 長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅維持保全計画）の認定番号

２ 長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅維持保全計画）の認定年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 認定に係る住宅の位置

５ 命ずる措置

６ 改善の期限

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、米子市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります。）

２ また、この処分に不服がある場合は、前項の審査請求を経ることなく、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に、米子市（代表者は米子市長）を被告として、裁判

所に、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

３ なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分

があった日の翌日から起算して１年を経過しているときは、この処分の取消しの訴えの提起をす

ることはできません。

印



様式第５号（第１１条関係）

認定取消通知書
年 月 日

様

米子市長

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第１４条第１項の規定に基

づき、下記の認定長期優良住宅建築等計画（認定長期優良住宅維持保全計画）について、その認定

を取り消しましたので、同条第２項の規定により通知します。これにより、当該長期優良住宅に係

る認定通知書は、その効力を失います。

記

１ 長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅維持保全計画）の認定番号

２ 長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅維持保全計画）の認定年月日

３ 認定計画実施者の氏名

４ 認定に係る住宅の位置

５ 理由

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、米子市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります。）

２ また、この処分に不服がある場合は、前項の審査請求を経ることなく、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に、米子市（代表者は米子市長）を被告として、裁判

所に、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

３ なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分

があった日の翌日から起算して１年を経過しているときは、この処分の取消しの訴えの提起をす

ることはできません。

印


